
サテライトオフィス利用促進事業費補助金交付要綱 
 

   令和３年４月１日 
改正 令和４年４月１日 
改正 令和５年４月１日 
改正 令和６年４月１日 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、「新しい生活様式」等へ対応した企業等の多様な働き方の促進及び市

内の関係人口の創出・拡大を図るため、本荘由利産学共同研究センターサテライトオフ

ィス（以下「サテライトオフィス」という。）に新たに入居する企業等又は同施設内で起

業する者に対し、予算の範囲内でサテライトオフィス利用促進事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、由利本荘市補助金等の適正

に関する条例（平成１７年由利本荘市条例第５３号。以下「条例」という。）に定めるも

ののほか、この要綱に定めるところによる。 
（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによる。 
（１）企業等 事業を営む法人、団体、個人等をいう。 
（２）起業 新たに起業若しくは申請日から起算して起業後６ヶ月以内をいう。 
（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、サテライトオフィスに入居する事業者又は同施設内で起

業する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 
 （１）サテライトオフィスを１年以上継続して使用すること。 

（２）過去に当該補助金の交付を受けたことがないこと。 
 （３）貸金業（貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業を

いう。）を行わないこと。 
 （４）商品先物取引（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第２条第２２項に

規定するものをいう。）を行わないこと。 
 （５）訪問販売（特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第２条第１項に

規定するものをいう。）、電話勧誘販売（同法同条第３項に規定するものをいう。）、

連鎖販売取引（同法第３３条第１項に規定するものをいう。）、その他これらに類す

る方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行わないこと。 
 （６）風俗営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定するものをいう。）を行わないこと。 
 （７）宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行わないこと。 



 （８）サテライトオフィスに入居する者が由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関す

る条例（平成２５年由利本荘市条例第８号）第２条及び第４条並びに由利本荘市納

税等に係る公平性の確保の特例に関する規則第２条及び第４条の規定による制限措

置に該当しない者であること。 
 （９）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有

する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人でないこと。 
 （１０）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立て（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこ

と。 
 （補助対象経費） 
第４条 補助の対象となる経費は、サテライトオフィスの家賃とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、国又は県からこの要綱と同一の趣旨の補助金等を受けた場

合又は受ける予定がある場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除するものと

する。 
 （補助金の交付額等） 
第５条 補助金の交付額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、月額２万円を

限度とする。ただし、各年度の予算の範囲内で支給する。 
２ 補助金の交付期間は、サテライトオフィス入居日の翌月（入居日が月の初日の場合は

当月）から連続して２４箇月以内とする。 
３ 補助対象期間中に移転等により事業を廃止し、又は中止した場合の補助金の交付は、

当該事業を廃止し、又は中止した日の属する月の前月までとする。 
（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金等交付申請書の様式は、様式第１号によるものとし、補助金の交付を受け

ようとする事業者は、補助金等交付申請書のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 
（１）サテライトオフィス事業計画（様式第２号） 
（２）本荘由利産学共同研究センター使用許可書の写し 
（３）法人の登記簿事項証明書又は個人事業の開業届出書控えの写し 
（４）直近の確定申告書の写し 
（５）事業の概要がわかるもの及び利用者（予定）の名簿 
（６）前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定通知書

（様式第３号）により通知するものとする。 



（補助事業の変更等） 
第７条 補助対象事業に変更があるときは、補助事業変更申請書（様式第４号）を市長に

提出しなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付変更

決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 
（実績報告） 

第８条 交付決定者は、事業が完了したときは、完了の日から３０日以内に様式第６号に

定める実績報告書を市長に提出しなければならない。 
（補助金の概算払） 

第９条 補助事業の遂行上必要と認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算

払をすることができることする。 
（補助事業の期間） 

第１０条 補助事業の期間は、令和７年３月３１日までとする。 

（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


